
不
動
産
を
保
有
す
る
と
き
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固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
土
地
や
家
屋
の
評
価
額（
固
定

資
産
税
評
価
額
）は
、３
年
に
一
度
評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
す
が
、平

成
12
年
度
は
評
価
替
え
が
行
わ
れ
る
基
準
年
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、平
成
６
年
度
の
評
価
替
え
か
ら
地
価
公
示
価
格
の
７
割
を

目
途
と
し
た
評
価
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、土
地
に
つ
い
て
評

価
額
を
そ
の
ま
ま
課
税
標
準
額
に
し
ま
す
と
税
負
担
が
過
重
と
な

る
こ
と
か
ら
負
担
調
整
措
置
に
よ
り
緩
和
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

具
体
的
に
は
、前
年
度
の
課
税
標
準
額
に
負
担
調
整
率
を
乗
じ
た

金
額
を
当
該
年
度
の
課
税
標
準
額
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、負
担
水

準
の
低
い
土
地
で
あ
っ
て
も
前
年
度
の
税
額
か
ら
急
激
に
増
加
し
な

い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
 

（
負
担
水
準
の
低
い
土
地
の
場
合
） 

　
 

 （
負
担
水
準
の
高
い
土
地
の
場
合
） 

負
担
水
準
に
よ
り
、前
年
度
の
税
額
を
据
え
置
く
か
、引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。
 

 

負
担
水
準
の
高
い
商
業
地
等
の
税
負
担
の
上
限

が
改
正
前
の
８０
％
か
ら
７５
％（
平
成
１４
年
度
は

７０
％
）に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
 

 ７５
％
（
平
成
１４
年
度
は

７０
％
）を
超
え
る
土
地
 

  ６０
％
以
上
７５
％
 

（
平
成
１４
年
度
は
７０
％
） 

以
下
の
土
地
 

   ６０
％
未
満
の
土
地
 

  

負
担
水
準
を
７５
％（
７０
％
）と
し
た
場
合
の
税
額
ま
で
引
き

下
げ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、当
該
年
度
の
評
価
額
の
７５
％（
平

成
１４
年
度
は
７０
％
）相
当
額
を
課
税
標
準
と
し
て
税
額
を

計
算
し
ま
す
。
 

  前
年
度
の
税
額
を
据
え
置
き
ま
す
。
 

  な
だ
ら
か
に
税
額
が
上
昇
し
ま
す
。

次
の
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
て
負

担
調
整
率
を
毎
年
度
、前
年
度
の
税

額
に
乗
じ
て
税
額
を
計
算
し
ま
す
。
 

平
成
１２
年
度
評
価
替
え
に
伴
い
、課
税
の
公
平
の
観
点
か
ら
、負
担
水
準
の
ば
ら
つ
き
を
解
消
す
る
た
め
、負
担
水
準
の
高
い
宅
地
の
税

負
担
を
抑
制
し
つ
つ
、負
担
水
準
の
均
衡
化
を
促
進
す
る
措
置
を
平
成
９
年
度
評
価
替
え
に
引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

固
定
資
産
税
は
、 

毎
年
1
月
1
日（
賦
課
期
日
）に
、 

土
地
や
家
屋
な
ど
の
資
産
を
 

所
有
し
て
い
る
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

こ
う
な
っ
た
不
動
産
の
税
制
②
 

平
成
１２
年
度
 

【
固
定
資
産
税
】 

第2号 

課
税
標
準
額
×
1.4
％（
標
準
税
率
）＝
固
定
資
産
税
額
 

●平成12年度以後の負担調整措置のイメージ 

負
担
調
整
措
置
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

負
担
水
準（
％
） 

１００ 

８０ 

 ６０ 

０ 

７５  ７５  ７０ 

９～１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 

＝　　　 × 

前
年
度
の
課
税
標
準
額
 
当
該
年
度
の
評
価
額
 

負
担
水
準
 

負
担
水
準
 

当
該
年
度
の
税
額
 

1
0
0（
％
） 

前
年
度
の
課
税
標
準
額
×
負
担
調
整
率
×
1.4
％（
標
準
税
率
）＝
固
定
資
産
税
額
 

負担水準 負担調整率 

40％以上60％未満 

30％以上40％未満 

20％以上30％未満 

10％以上20％未満 

10％未満 

1.025

1.075

1.05

1.1

1.15

①
商
業
地
等
 

 1
　宅
地
に
係
る
税
負
担
の
調
整
措
置
 

（
注
）都
市
計
画
区
域
の
う
ち
、原
則
と
し
て
市
街
化
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
や

家
屋
に
つ
い
て
は
、別
に
都
市
計
画
税（
制
限
税
率
０.３
％
）が
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

平成12年10月1日発行 

基
本
的
な
考
え
方
 

主
な
改
正
内
容
 

引き下げ 

据え置き 

なだらかに 
上昇 



（第３種郵便物認可） （2） 

②
住
宅
用
地
 

住
宅
用
地
に
つ
い
て
は
、平
成
９
年
度
か
ら
平
成
１１
年
度
ま
で
と
同
様
の
負
担
水
準
に
応
じ
た
負
担
調
整
措
置
が
継
続
さ
れ
ま
す
。
 

（
注
）住
宅
用
地
の
特
例
率
は
、小
規
模
住
宅
用
地
が
１
／
６
、一
般
の
住
宅
用
地
が
１
／
３
と
な
り
ま
す
。
 

小
規
模
住
宅
用
地
…
…
…
住
宅
の
敷
地
で
住
宅
１
戸
に
つ
い
て
２
０
０
㎡
ま
で
の
土
地
 

一
般
の
住
宅
用
地
…
…
…
…
住
宅
の
敷
地
で
住
宅
１
戸
に
つ
い
て
２
０
０
㎡
を
超
え
、住
宅
の
床
面
積
の
１０
倍
ま
で
の
土
地
 

１
０
０
％
を
超
え
る
土
地
 

  ８０
％
以
上
１
０
０
％
以
下
 

  ８０
％
未
満
の
土
地
 

負
担
水
準
を
１
０
０
％
と
し
た
場
合
の
税
額
ま
で
引
き
下
げ
ま
す
。
 

  前
年
度
の
税
額
を
据
え
置
き
ま
す
。
 

 な
だ
ら
か
に
税
額
が
上
昇
し
ま
す
。
次
の
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
て
負

担
調
整
率
を
毎
年
度
、前
年
度
の
税
額
に
乗
じ
て
税
額
を
計
算
し
ま
す
。
 

③
著
し
い
地
価
下
落
に
対
応
し
た
臨
時
的
な
税
負
担
の
据
置
措
置
 

地
価
の
下
落
傾
向
等
に
鑑
み
、都
市
部
を
中
心
と
し
た
大
幅
な
地
価
の
下
落
に
よ
る
納
税
者
の
負
担
感
に
配
慮
し
、

平
成
９
年
度
か
ら
講
じ
ら
れ
て
い
る
臨
時
的
な
税
負
担
の
据
置
措
置
が
継
続
さ
れ
ま
す
。
 

具
体
的
に
は
、税
負
担
が
上
昇
す
る
こ
と
と
な
る
土
地
で
あ
っ
て
も
、次
の
２
つ
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
 

も
の
は
、税
額
が
据
え
置
か
れ
ま
す
。
 

 イ
　
そ
の
土
地
の
負
担
水
準
が
次
に
掲
げ
る
率
以
上
で
あ
る
こ
と
 

商
業
地
等
…
…
…
…
…
…
…
４５
％
以
上
 

小
規
模
住
宅
用
地
…
…
…
…
５５
％
以
上
 

一
般
住
宅
用
地
…
…
…
…
…
５０
％
以
上
 

ロ
　
そ
の
土
地
の
価
格
下
落
率
が
全
国
平
均（
マ
イ
ナ
ス
１２
％
）以
上
で
あ
る
こ
と
 

一
般
農
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
負
担
調
整
措
置
は
、改
正
前
と
同
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

④
平
成
13
年
度
及
び
平
成
14
年
度

に
お
け
る
価
格
の
修
正
 

固
定
資
産
税
の
評
価
額
は
、基
準
年
度（
平
成
１２
年
度
が
該
当
）

の
価
格
を
3
年
間
据
え
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、据

置
年
度
で
あ
る
平
成
１３
年
度
及
び
平
成
１４
年
度
に
は
、地

価
に
関
す
る
諸
指
標
か
ら
さ
ら
に
下
落
傾
向
が
見
ら
れ
る
場

合
は
、簡
易
な
方
法
に
よ
り
価
格
の
修
正
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
特
例
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　1
　宅
地
に
係
る
税
負
担
の
調
整
措
置（
つ
づ
き
） 

　2
　農
地
に
係
る
税
負
担
の
調
整
措
置
 

1－　　　 ＝ 

新
評
価
額
　
平
成
9
年
度
評
価
額
 

価
格
下
落
率
 

＝   　　　　　× 
負
担
水
準
 

（
1
／
6
ま
た
は
1
／
3
） 

住
宅
用
地
の
特
例
率
 

×
 

当
該
年
度
の
評
価
額
 

前
年
度
の
課
税
標
準
額
 

1
0
0（
％
） 

負
担
水
準
 

当
該
年
度
の
税
額
 

80％未満の場合の負担調整率 

負担水準 負担調整率 

1.025

1.075

1.05

1.1

90％以上 

80％以上90％未満 

70％以上80％未満 

70％未満 

負担水準 負担調整率 

40％以上80％未満 

30％以上40％未満 

20％以上30％未満 

10％以上20％未満 

10％未満 

1.025

1.075

1.05

1.1

1.15

＝　　　 × 

前
年
度
の
課
税
標
準
額
 
当
該
年
度
の
評
価
額
 

負
担
水
準
 

1
0
0（
％
） 



（第３種郵便物認可） （3） 

４０
㎡（
戸
建
て
以
外
の
貸
家
住
宅
は
、３５
㎡
）以
上
 

２
４
０
㎡
以
下
 

５０
㎡（
戸
建
て
以
外
の
貸
家
住
宅
は
、３５
㎡
）以
上
 

２
８
０
㎡
以
下
（
注
） 

　3
　新
築
住
宅
及
び
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
 

新
築
時
期
平
成
１３
年
度
末
ま
で
　
最
初
の
３
年
間
２
／
３
 

新
築
時
期
平
成
１５
年
度
末
ま
で
　
最
初
の
３
年
間
１
／
２
 

新
築
時
期
平
成
１７
年
度
末
ま
で
　
最
初
の
３
年
間
１
／
３
 

　4
　三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の
市
街
化
区
域
農
地
を
転
用
し
て
新
築
し
た
 

　
　
一
定
の
貸
家
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
 

　5
　三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の
市
街
化
区
域
農
地
の
計
画
的
宅
地
化
に
係
る
 

　
　
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
 

不
動
産
を
譲
渡
す
る
と
き
 

①
課
税
対
象
と
な
る
譲
渡
所
得
金
額
は
 

　
下
記
の
よ
う
に
計
算
し
ま
す
。 

（
１
）個
人
の
場
合
 

な
お
、譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
各
種
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
３，
０
０
０
万
円
特
別
控
除
／
所
有

期
間
１０
年
超
の
居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
軽
減
税
率
の
特
例

／
特
定
の
居
住
用
財
産
の
買
換
え
の
特
例
／
特
定
の
居
住
用
財
産
の
買

換
え
の
場
合
の
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
の
特
例
／
特
定
の
事
業
用
資
産

の
買
換
え
の
特
例
／
収
用
等
の
場
合
の
５，
０
０
０
万
円
特
別
控
除
 

個
人
の
土
地
建
物
等
の
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、 

所
有
期
間
に
応
じ
て
次
の
よ
う
に
長
期
と
短
期
に
区
分
し
て
税
金
を
計
算
し
ま
す
。
 

床
面
積
要
件
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
う
え
、そ
の
適
用
期
間
が
平
成
１４
年
３
月
３１
日
ま
で
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。 

敷
地
に
係
る
減
額
割
合
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
う
え
、そ
の
適
用
期
限
が
平
成
１８
年
３
月
３１
日
ま
で
６
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。 

適
用
要
件
に
、土
地
区
画
整
理
法
の
改
正
に
よ
り
設
立
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
業
計
画
決
定
前
の
土
地
区
画
整
理
組
合
が
 

事
業
計
画
を
策
定
し
た
場
合
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。 

改
正
前
 

改
正
後
 

改
正
前
の
減
額
割
合
 

改
正
後
の
減
額
割
合
 

５
年
超
…
…
…
長
期
譲
渡
所
得
 

５
年
以
下
…
…
短
期
譲
渡
所
得
 

譲
渡
し
た
年
の
１
月
１
日
に
お
け
る
所
有
期
間
 

（
注
）５０
㎡
以
上
…
…
…
…
…
平
成
１３
年
１
月
２
日
以
後
に
新
築
さ
れ
た
も
の
に
適
用
し
ま
す
。
 

２
８
０
㎡
以
下
…
…
…
平
成
１２
年
１
月
２
日
以
後
に
新
築
さ
れ
た
も
の
に
適
用
し
ま
す
。
 

最
初
の
３
年
間
２
／
３
 

－　　　　　－　  ＝ 

（具体例） 

譲
渡
収
入
金
額
 

特
別
控
除
額
 

課
税
譲
渡
所
得
金
額
 

譲
渡
費
用
 

＋
 

取
得
費
 

﹇
減
額
措
置
﹈ 

新
築
住
宅（
居
住
部
分
の
割
合
が
２
分
の
１
以
上
）に
つ
い
て
、

新
築
後
３
年
度
分（
３
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火
住
宅
は
５

年
度
分
）、税
額
の
２
分
の
１
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
特
定
優
良

賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、５
年
度
分
、税
額
の
３
分
の
２
が
減
額

さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、１
２
０
㎡
ま
で
の
部
分
に
限
ら
れ
ま
す
。
 

﹇
軽
減
措
置
﹈ 

宅
地
化
農
地
に
つ
い
て
、土
地
区
画
整
理
組
合
の

設
立
の
認
可
そ
の
他
の
宅
地
化
の
た
め
の
計
画
策

定
等
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
市
町
村
長
の
確
認

を
受
け
た
場
合
に
は
、宅
地
並
み
税
額
の
１０
分
の

９
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

基
本
的
な
考
え
方
 

【
土
地
の
譲
渡
税
関
係
】 



①
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
 

　
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例（
軽
減
税
率
の
特
例
） 

②
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た

　
場
合
の
１，
５
０
０
万
円
特
別
控
除
 

適
用
対
象
と
な
る
一
団
の
宅
地
の
造
成
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る

土
地
等
を
買
い
取
る
土
地
区
画
整
理
組
合
の
範
囲
に
、土
地
区

画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
認
可
前
に
設
立
さ
れ
た
土
地
区
画

整
理
組
合
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。 

 ⑤
特
定
の
資
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の
課
税
の
特
例
 

適
用
対
象
か
ら
、工
業
再
配
置
促
進
法
の
移
転
促
進
地
域
か
ら

誘
導
地
域
へ
の
工
場
の
移
転
に
伴
う
買
換
え（
第
１０
号
）が
除
外

さ
れ
ま
し
た
。 

④
農
地
保
有
の
合
理
化
等
の
た
め
に
農
地
等
を
譲
渡
し
た
場

　
合
の
８
０
０
万
円
特
別
控
除
 

適
用
対
象
に
、緑
資
源
公
団
法
の
規
定
に
基
づ
く
創
設
換
地
に

よ
り
土
地
等
を
取
得
し
な
か
っ
た
こ
と
に
伴
い
清
算
金
を
取
得

し
た
場
合
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。 

③
収
用
等
の
場
合
の
５，
０
０
０
万
円
特
別
控
除
等
 

適
用
対
象
に
、緑
資
源
公
団
法
の
規
定
に
基
づ
く
資
産
の
収
用

等
に
伴
い
、補
償
金
等
を
取
得
し
た
場
合
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。 

（第３種郵便物認可） （4） 

（
２
）法
人
の
場
合
 

②
税
率
は
、原
則
と
し
て
次
の
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

法
人
が
土
地
建
物
等
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、そ
の
法
人
の
他
の
所
得
と
合
算
さ
れ
て
、法
人
税
、住
民
税
及
び
事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。ま
た
、土
地
や
借
地
権

の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
土
地
重
課
制
度（
５
％
ま
た
は
１０
％
の
特
別
税
率
に
よ
る
追
加
課
税
制
度
）が
あ
り
ま
す
が
、
平
成
１０
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
１２
年
１２
月

３１
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
譲
渡
に
つ
い
て
は
適
用
停
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

長
期
譲
渡
所
得
…
…
…
所
得
税
２０
％
　
住
民
税
６
％
 

短
期
譲
渡
所
得
…
…
…
所
得
税
４０
％
　
住
民
税
１２
％（
所
得
が
多
い
場
合
は
合
計
で
最
大
５５
％
） 

不
動
産
を
譲
渡
す
る
と
き（
つ
づ
き
） 

項
 
目
 

改
正
後
の
内
容
 

主
な
改
正
内
容
 

リ
ア
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
紙
上
研
修
編
に
つ
い
て
の
ご
質
問
は
、お
手
数
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、文
書
に
て
ご
送
付
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

〈
ご
送
付
先
〉
 

〒
一
〇
一
‐
〇
〇
三
二
 

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
二
丁
目
六
番
三
号
 

（社）
全
国
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
　
紙
上
研
修
担
当
宛
 

次
号
リ
ア
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
紙
上
研
修
編
第
３
号
は
、平
成
１２
年
３
月
１
日

に
施
行
さ
れ
た
「
定
期
借
家
制
度
」
を
テ
ー
マ
に
発
行
す
る
予
定
で
す
。
 

◎
次
号
の
お
知
ら
せ
 

質
 
に
 
い
 

ご
 
問
 
つ
 
て
 

前
略
、創
刊
号（
紙
上
研
修
編
）拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
読
み
や
す
く
て
大
変

良
い
企
画
で
す
。
 

問
題
点（
改
正
法
令
）と
そ
の
変
わ
っ
た
内
容
が
対
話
式
の
よ
う
に
な
り
、わ

か
り
易
い
構
成
で
す
。ま
た
、短
い
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
の
で
簡
明
で
良
い
と

思
い
ま
す
。
何
度
か
他
の
機
会
に
見
て
い
る
こ
と
も
こ
う
し
て
ま
と
め
て
あ
る

と
整
理
が
出
来
て
よ
ろ
し
い
で
す
。
上
段
よ
り
下
段
ま
で
を
す
っ
き
り
と
利
用

し
て
い
る
割
り
付
け
も
わ
か
り
易
く
て
よ
い
構
成
で
す
。
 

次
号
を
期
待
し
ま
す
。 
 
草
々
 
 
 
　（
神
奈
川
県
の
会
員
の
方
か
ら
） 

 創
刊
号
か
ら
早
速
、全
国
よ
り
多
く
の
右
の
よ
う
な
励
ま
し
と
お
褒
め
の
言

葉
を
頂
戴
し
ま
し
て
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
と
も
「
読
み

や
す
い
・
わ
か
り
や
す
い
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、ま
す
ま
す
充
実
し
た
内
容
と
な
る

よ
う
努
力
し
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
 
 
 
 
 （
紙
上
研
修
担
当
） 

会
 
員
 
の
 
声
 


